
（単位：千円）

国県
支出金

地方債 その他

うち地方消費
税交付金

（社会保障
財源化分）

社会福祉総務費 286,420 231,974 0 1,920 52,526 2,941 

障がい者福祉費 542,672 373,034 0 0 169,638 35,040 

老人福祉費 125,601 449 11,800 32,319 81,033 16,620 

児童福祉総務費 354,727 261,418 0 0 93,309 8,696 

保育総務費 21,006 0 0 0 21,006 394 

認可外保育所費 44,840 6,579 0 38 38,223 0 

保育所費 1,078,877 157,228 528,800 127,756 265,093 54,510 

児童生活センター費 107,444 47,048 0 4,143 56,253 0 

国民健康保険費 157,467 69,269 0 0 88,198 9,866 

後期高齢者医療費 276,717 43,707 0 8,948 224,062 43,122 

介護保険事業費 289,960 19,913 0 0 270,047 44,648 

国民年金事務費 2,990 2,990 0 0 0 0 

保健衛生総務費 65,324 987 0 32,586 31,751 0 

予防費 151,258 61,824 0 239 89,195 18,170 

母子保健費 106,021 59,902 0 199 45,920 5,728 

三春病院費 143,693 0 0 101,693 42,000 8,687 

3,755,017 1,336,322 540,600 309,841 1,568,254 248,422 

令和６年度決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

　令和元年１０月１日に施行された消費税の税率改正に伴い、地方消費税の引き上げに伴う増収分については、その全てを社会
保障施策に要する経費に充てるものとされ、その使途を明示することとされました。
　令和６年度においては、下表の事業に係る経費に充当しました。

　　　【　歳　　入　】　　　地方消費税交付金決算額　　　　　　　　４億３，３１９万円
　　　 　　　　　　　　　　　 うち社会保障財源化分（引上げ分）　　２億４，８４２万円

　　　【　歳　　出　】　　　社会保障施策に要する決算額総額　　  ３７億５，５０２万円
　　　　　　　　　　　　　　　うち社会保障財源化分充当額　　　　　２億４，８４２万円

予算科目 財源内訳

特定財源 一般財源

合　　　　　　　計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、人件費等を除いた一般財源の割合で按分して充当しています。
※社会保障施策に要するものとは、児童福祉や高齢者福祉、障害者福祉などの「社会福祉」、国民健康保険、介護保険、年金な
どの「社会保険」、医療や健康増進対策などの「保健衛生」に係るものです。
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